
１　都市公園施設、スポ－ツ施設等の管理運営事業（定款第４条第１号）

（1）都市公園、スポ－ツ施設等管理運営

1 大 池 総 合 公 園  面積　　6.8ｈａ

 野球場、陸上競技場、テニス・バレ－ボ－ルコ－ト、児童広場、修景広場、 駐車場、便所

2 榊 公 園  面積    2.9ｈａ

 野球場、修景広場、便所

3 匠 台 児 童 公 園  面積　　1,000㎡

 修景広場

4 匠 台 公 園  面積　　4.5ｈａ

 修景広場、駐車場、ジョギングロ－ド、便所

5 黒 川 公 園  面積　 　3,200㎡

 修景広場、便所

6 ひ ま わ り の 丘 公 園  面積　　8.2ｈａ

 管理棟、多目的芝生広場、屋外ステージ、プレイロット、駐車場、便所他

7 駅 南 区 画 1 ･ 2号 公 園  面積　 　3,200㎡ 1号公園　1,600㎡ 2号公園　1,600㎡

修景広場、便所、遊具

8 夢 の 森 公 園  面積　 　3.73ｈａ

修景広場、便所、遊具

9 黒 川 え ん ぴ つ 公 園  面積　 　3,000㎡

修景広場、便所、遊具

施  　　   設   　　  の   　　  概   　 　 要施 　  設  　 名

平成25年度　　公益財団法人小野市都市施設管理協会事業計画書

　　次の施設の清掃、除草、グランド整備、樹木管理等の施設管理を行い、市民に貢献する施設としての管理運営を行う。

　　公園緑地及び緑化事業の推進をはじめ、スポーツの振興と市民の健康・福祉の増進の場としての管理運営を行う。
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施  　　   設   　　  の   　　  概   　 　 要施 　  設  　 名

10 大 島 大 坪 遺 跡 公 園  面積　 　2,000㎡

修景広場、便所、遊具

11 小 野 八 ヶ 池 自 然 公 園  面積　　1.2ｈａ

 管理棟、多目的芝生広場、多目的ドーム・屋外コート、親水池、プレイロット、駐車場、便所他

12 中 町 ふ れ あ い 広 場  面積　 　約1,050㎡

修景広場、便所

13 わ か く さ 児 童 公 園  面積　 　3,300㎡

修景広場、便所、遊具、バックネット

14 上新防災ふれあい広場  面積　 　1,413㎡

修景広場、便所、遊具

15 大 島 区 画 1 号 公 園  面積　 　2,500㎡

修景広場、便所、遊具

16 王 子 南 公 園  面積　 　2,300㎡

広場、便所、遊具

17 山 田 の 里 公 園  面積　 　1.18ha

多目的広場、芝生広場、駐車場、便所他

18 総 合 体 育 館  (体育館）  面積　　3,368㎡

 バスケットボ－ル２面、バレ－ボ－ル３面、バドミントン６面、軽運動室、研修室

 (プ－ル)  面積　　１,0６２㎡

 25ｍプ－ル（６コ－ス）、児童用プ－ル、非泳者用プ－ル

( 旧ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)  面積　　1,091㎡

体育室、トレ－ニング室、卓球室、会議室

19 河 合 運 動 広 場  面積　　2.8ｈａ

 多目的広場、児童広場、テニスコ－ト、ゲ－トボ－ルコ－ト、駐車場、便所

20 匠 台 公 園 体 育 館  面積　　2,182㎡

 バスケットボ－ル２面、バレ－ボ－ル２面、バドミントン６面、トレ－ニングル－ム、 軽運動室、会議室
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（2）施設利用増進（受託事業）

　市民のニ－ズや時代の要請に応えるためスイミングスク－ルを開設し、生活に密着した健康づくりのための体育、スポ－ツの

増進を図るとともに施設の利用増進を行う。

スイミングスク－ル
対　　　象 コ－ス数 定員 延定員 開催曜日　　　　　　　時　　　間 スク－ル数 開催回数 備　　　考

コ－ス 人 人

親　　　　　子 2 30×2　 60 水・金 11:00 ～ 11:45 2 週1回

1 20 火 10:00 ～ 10:45 1 〃

1 60 土 13:00 ～ 14:00 1 〃

1 65 土 14:00 ～ 15:00 1 〃

4 60×4　 火・水・木・金 15:00 ～ 16:00 4 〃

1 65 火 17:00 ～ 18:00 1 〃

1 70 土 15:00 ～ 16:00 1 〃

5 65×４ ・85 火・水・木・金・土 16:00 ～ 17:00 5 〃

3 85×3 水・木・金 17:00 ～ 18:00 3 〃

1 80 土 17:00 ～ 18:00 1 〃

3 80×3 火・水・金 18:00 ～ 19:00 3 〃

女　　　　　　性 1 50 火 11:00 ～ 12:00 1 〃

1 50 金 14:00 ～ 15:00 1 〃

3 45×3 135 火・木・土 19:00 ～ 20:00 3 〃

育成（小、中学生） 2 30×2　 60 木・土 18:00 ～ 19:00 2 週2回

水・金 19:00 ～ 20:30 2 〃

土 9:00 ～ 11:00 1 週1回

火 20:00 ～ 21:00

木 11:00 ～ 12:00

計 38 2,035 38

3

幼　　　　　児

小　　学　　生

25×3

一　般　男　女

選 手（小、中学生）

450

670

320

100

～

小・中　学　生

女　　　　　　性

2 〃

水中散歩（一般男女）

3 75

105 11:00 〃

アクアビクス（一般男女） 2 30×2 60

3 35×3(50才以上) 水・木・金 10:00
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　　次の施設の清掃、除草、樹木管理等の維持管理を行い、美しいまちづくりを進める。

　　市民が郷土の歴史を学べる学習の場並びに憩いの場としての事業展開を行う。

（1） 一般公園施設等維持管理　　
施 設 項 目 施 設 名 施 設 項 目 施 設 名

　　公　　園 1 学 園 の 森 　  街 路 樹 27 図 書 館 南 駐 車 場

（27施設） 2 小 野 サ ン パ － ク  （１９路線） 28 市 道 122 ～ 4330 号 線 植 栽 管 理

3 子 午 線 公 園 29 市 道 西 環 状 線 植 栽 管 理

4 大 池 周 辺 水 辺 公 園 30 ふ れ あ い ロ － ド 植 栽 管 理

5 雁 又 池 跡 公 園 31 市 道 電 鉄 西 線 植 栽 管 理

6 桜 づ つ み ･ や な せ 苑 32 市 道 長 尾 ・ 大 開 線 植 栽 管 理

7 北 丘 工 業 団 地 公 園 33 国 道 175号 育 ケ 丘 緑 地 帯 植 栽 管 理

8 Ｊ Ｒ 青 野 ケ 原 駅 前 広 場 34 市 道 南 環 状 線 植 栽 管 理

9 Ｊ Ｒ 粟 生 駅 前 広 場 35 市 道 高 田 住 吉 線 植 栽 管 理

10 Ｊ Ｒ 河 合 西 駅 前 広 場 36 流 通 団 地 内 道 路 植 栽 管 理

11 Ｊ Ｒ 小 野 町 駅 前 広 場 37 黒 川 ア メ ニ テ ィ 内 道 路 植 栽 管 理

12 Ｊ Ｒ 市 場 駅 前 広 場 38 は な み ず き 街 道 植 栽 管 理

13 山 田 多 目 的 広 場 39 市 道 万 勝 寺 福 住 線 植 栽 管 理 (船 木 町 )

14 電 鉄 小 野 駅 東 側 広 場 40 市道片山高田線植栽管理(葉多町～王子町)

15 も ぐ ら 公 園 41 南 環 状 線 植 栽 管 理 費 ( 大 島 町 )

16 権 現 池 水 辺 公 園 42 市 道 6305 ・ 6317号 線 植 栽 管 理 (小 田 町 )

17 こ だ ま の 森 43 市 道 222 号 線 植 栽 管 理

18 流 通 等 業 務 団 地 緑 地 44 市 道 2127 号 線 植 栽 管 理

19 東 本 町 わ く わ く 広 場 45 市 道 213 ・ 108号 線 植 栽 管 理 (交 差 点 )

20 大 島 出 水 公 園 46 大 池 総 合 公 園 前 植 栽 管 理

21 大 島 川 桜 回 廊

22 神 鉄 樫 山 駅 前 広 場

23 育 ヶ 丘 1 ･ 2 ･ 3 ･ 4 号 公 園   　河川緑地等 47 匠 台 1 ～ 3 号 調 整 池 植 栽 管 理

24 お の 桜 づ つ み 回 廊     植栽面積 7,000㎡ 48 流 通 団 地 1 ・ 2 号 調 整 池 植 栽 管 理

25 国 史 跡 広 渡 廃 寺 跡 歴 史 公 園 (５施設)

26 金 つ る べ 城 跡 広 場 合計　　51施設

　　　2   一般公園等維持管理事業（定款第4条第2号・4号）
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市内の緑化を推進するため、受託した公園や沿道における市民参画型の公園整備・花壇づくり等に取り組むことで、市民の緑化意識を図り

美しいまちづくりを進めていく。

事　　業　　名 事　　　業　　　の　　　概　　　要

ひ ま わ り の 丘 公 園 整 備 事 業
面積　8.2ha
管理棟、多目的芝生広場、屋外ステージ、わんぱく広場、駐車場他

市 境 景 観 整 備 事 業
花 の あ る 道 づ く り 事 業

市内沿道に点在する花壇、プランター、デザインコンテナー、ハンギングに春期、秋期の花苗を植え、道路美観
を行うとともに、美しいまちづくりを推進する。
市道高田住吉線に設置している207個のプランターを管理し、道路美観と市民に安らぎを与える。

花 づ く り 講 習 会
　花づくり講習会を春と秋にそれぞれ開催し、栽培技術の向上を図り、楽しい花づくりを普及啓蒙し、
　花と緑のまちづくりに寄与する。　(７月・１２月の年2回実施)

花づくりボランティア等の指導 花づくりボランティアへの指導助言

　3  緑地保全・緑化推進事業　（定款第４条第３号）
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（1）　短期スポ－ツ教室の開催

　　協会の自主事業として、幅広い年齢層を対象にした各種スポ－ツ教室を行い、市民の健康福祉の増進に寄与するとともに施設利用の増進を図る。

　　（小野市総合体育館分）

教　　　室　　　名 対　　象  定 員(1クラス) 開　催　数 期　　　　　　　　　　　間 備　　　　　考

短 期 水 泳 教 室 幼　　児 50名 　2教室　　1期         8月 　1教室 10回　

短 期 水 泳 教 室 小学生 50名 　1教室　　1期 　     7月 　1教室　 5回　

親 子 体 操
( ｱ ｲ ｱ ｲ 体 操 )

３歳児 20名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

幼 児 体 操
（ ﾙ ﾝ ﾙ ﾝ 体 操 ）

4歳児 30名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

幼 児 体 操
（ ｺ ﾞ ｰ ｺ ﾞ ｰ 体 操 ）

5歳児 30名 　2教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　2教室　24回　（延72回）

小 学 生 体 操
（ た け の こ 体 操 ）

小学1～3年生 40名 　４教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　4教室　48回　（延144回）

小 学 生 体 操
（ の び の び 体 操 ）

小学3～6年生 40名 　2教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　2教室　24回　（延72回）

キ ッ ズ ス ト リ ー ト ダ ン ス ４・５歳児小学生 35名 　4教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　4教室　48回　（延144回）

ス ト リ ー ト ダ ン ス 中学生以上 35名 　１教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

ヨ ガ 教 室 一般男女 35名 　2教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　2教室 24回　（延72回）

エ ア ロ ビ ク ス 一般男女 45名 　2教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　2教室　24回　（延72回）

体 力 づ く り 教 室
（ 楽 楽 ）

一般男女 25名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

高 齢 者 ス ポ － ツ 教 室
（ そ よ か ぜ ）

概ね６０歳以上 35名 　2教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　2教室　24回　（延72回）

ポ ル ド ブ ラ 一般男女 35名 　2教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　2教室 　24回　（延72回）

ピ ラ テ ィ ス 一般男女 30名 　2教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　2教室　24回　（延72回）

フ ラ ダ ン ス 教 室 一般男女 35名 　2教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　2教室　24回　（延72回）

　　　4　  スポーツ振興事業　（自主事業）　（定款第４条第５号）
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教　　　室　　　名 対　　象  定 員(1クラス) 開　催　数 期　　　　　　　　　　　間 備　　　　　考

エ ア ロ ＆ ス テ ッ プ 一般男女 30名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

タヒチアンダンスエクササイ
ズ

一般男女 35名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

　　（小野市匠台公園体育館分）

教　　　室　　　名 対　　象  定 員（１クラス） 開　催　数 期　　　　　　　　　　　間 備　　　　　考

チ ュ ー ブ シ ェ イ ブ 一般男女 20名 　1教室　　3期 　5～7月　・  9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

リ ラ ッ ク ス ヨ ガ 一般男女 25名 　5教室　　3期 　5～7月　・  9～11月　・　1～3月 　5教室　60回　（延180回）

ピ ラ テ ィ ス 一般男女 25名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

高 齢 者 ス ポ － ツ
（ ひ ま わ り ）

概ね６０歳以上 25名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

フ ラ ダ ン ス 教 室 一般男女 20名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

ズ ン バ ゴ ー ル ド 一般男女 20名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）

ス テ ッ プ 一般男女 20名 　1教室　　3期 　5～7月　・　9～11月　・　1～3月 　1教室　12回　（延36回）
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（2）スポ－ツ講習会の開催

　　（小野市総合体育館）
対象 定員 開催数 期間 備　　　　　　　　　　　　　　　　考

一般男女 30名 1回 6月

一般男女 30名 1回 7月

一般男女 30名 1回 9月

一般男女 30名 1回 11月

一般男女 30名 1回  1月

（3）スポ－ツ相談事業

区　　　　分 相 談 日

体力テストや問診にもとづいて、体力、スポ－ツ適性診断を行い、具体的な運動内容について指導助言。

　一般市民の健康･体力･競技力向上に関する相談に応じ、健康・体力･筋力測定機器等により、総合的な体力測定を行い、健康・体力の保持増進

や技術力向上を図るためのスポ－ツ相談や運動処方などに対する指導助言を行う。

内　　　　　　　　　　　　　容

ス ポ － ツ マ ッ サ ー ジ 講 習 会

リ ラ ク ゼ ー シ ョ ン 講 習 会

ト レ ー ニ ン グ 講 習 会

　　一般市民をはじめ、地域の社会体育指導者等を対象に各種スポ－ツ講習会を開催し、専門的なスポ－ツ知識、技術の向上を図るとともに

ニュースポ－ツの技術指導を行い、生涯スポ－ツの推進に努める。

講　　習　　会　　名

ス ポ － ツ 障 害 ス ト レ ッ チ ン グ 講 習 会

ニ ュ － ス ポ － ツ 講 習 会

　随　　　時

　随　　　時

ス ポ － ツ 相 談

ト レ － ニ ン グ 指 導

各種団体の要請を受け、専門指導員がストレッチやトレーニング指導を行う。

健康、体力に応じた適切な運動処方と目的にあったトレ－ニング内容について指導助言。
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（4）施設利用者へのサ－ビス業務

　　市民スポーツ活動がより円滑に行われるよう、次の業務を提供し、もって施設の利用増進を図る。

（1）児童館敷地内植栽管理業務

　　　　児童館敷地内の植栽管理及び清掃業務を行う。

（2）電鉄小野駅南駐車場管理運営事業

　    　神明町字西畑ケ241－2の駐車場１７区画の管理運営を行う。

　　　　5   その他の施設管理運営事業　(定款第4条第5号）

ア ル ゴ ス イ ミ ン グ シ ョ ッ プ 運 営 事 業
プ－ル利用者にスイミングキャップ等の販売を行いプ－ル利用者の便宜を図り、利用を促
進する。

業 務 名 　内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

ス ポ － ツ 施 設 用 具 貸 出 事 業
スポ－ツ施設利用者に用具の貸出を行い、手軽な施設利用を可能にし、施設の利用増
進を図る。
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1 　公の施設管理運営事業　　(定款第４条第１号)

(１) 白雲谷温泉ゆぴかの運営方針は、次の４項目を重点項目とする。

(ア) 　“ハートフルシティおの”の理念に基づき、「市民福祉の向上」及び「健康増進」並びに「地域コミュニティの場」の

提供に貢献する施設として運営を行う。

(イ) 　施設は、『清潔・安全・安心』をモットーに常に清潔・設備点検を行い、接客サービスの向上に努める。

(ウ) 　常に、利用者のニーズにあった施策を立案し、温泉運営の向上に努める。

(エ) 　配置する利便施設(レストラン、マッサージ室)の運営については、常に新規メニューの開発に努める。

(２) 平成２５年度の入浴者数の想定目標は、３５０，０００人とする。

(３) 維持管理施設の概要

①本館建物面積　　2,259.83㎡

平成２５年度　公益財団法人小野市都市施設管理協会 白雲谷温泉事業計画書

施　　設　　名 施　　設　　の　　概　　要

白雲谷温泉ゆぴか 面積　　２２．０ｈａ　

　温浴施設(水辺の湯、森の湯、福祉風呂、足湯)、ゆらぎの間、休憩室、

　多目的室、レストラン、マッサージ室等

　駐車場(２００台)、多目的広場、温泉スタンド、源泉施設等

②温泉交流施設　　779.95㎡

　岩盤浴施設、交流施設(多目的ホール、体験室、野菜売り場等)
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2   施設利用増進事業　　(定款第４条第５号)
(１) 各種イベントの実施

　白雲谷温泉ゆぴかの利用増進を図るため、定期的に施設内でイベントを実施し、常に新鮮な環境づくりと
リピーターの確保に努める。

(２) まちの保健室の開設
北播磨看護士協会の協力を得て『まちの保健室』を開設し、「健康づくり」及び「市民福祉の向上」を促進し、
同保健室の定着化を図る。

3 　施設利用増進事業(自主事業)　　(定款第４条第５号)
施設利用者へ次の業務を提供し、もって施設の利用増進を図る。

施設利用者に飲食物を提供することにより、施設利用の促進を図る。

自動販売機を設置して飲料水を販売するすることにより、施設利用の促進を図る。

利用者のニーズにあった温泉商品を販売することにより、施設利用の促進を図る。

また、オリジナルギフトを販売することにより、当施設のＰＲに努める。

業　　務　　名 内　　　　　　　　　　　　容

レストラン提供事業

リラクゼーション提供事業 リラクゼーション及び健康器具を提供することにより、健康増進や憩いの場として施設利用の

健康器具利用事業 促進を図る。また、女性専用のエステも提供して、尚いっそうの施設利用増進を図る。

自動販売機設置事業

温泉用品販売事業

各教室運営事業 温泉交流施設で「ソバ打ち等の体験教室」などを開催し、施設利用の増進を図る。

その他
温泉交流施設内で農協の主導による地産野菜等を販売し、施設利用の促進を図る。
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